
奈
良
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等
（
知
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
奈
良
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
四
十
三
号
）
第
三
条
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

根
拠
と
な
る
法
令
又
は
条
例
等
の
名
称
及
び
条
項
並
び
に
対
象
手
続
等
の
名
称

根
拠
と
な
る
法
令
又
は
条
例
等
の
名
称
及
び
条
項

対
象
手
続
等
の
名
称

名
称

条
項

一

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年

第
四
十
条
第
一
項

農
業
協
同
組
合
（
農
業
協

法
律
第
百
三
十
二
号
）

同
組
合
法
第
十
条
第
一
項

第
三
号
の
事
業
を
行
う
農

業
協
同
組
合
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
農
業
協

同
組
合
連
合
会
の
一
時
理

事
等
の
選
任
等
の
請
求

第
四
十
条
第
三
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

協
同
組
合
連
合
会
の
一
時

代
表
理
事
の
選
任
の
請
求

第
四
十
四
条
第
二
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

協
同
組
合
連
合
会
の
定
款

の
変
更
の
認
可
申
請

第
四
十
四
条
第
四
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業



協
同
組
合
連
合
会
の
定
款

の
変
更
の
届
出

第
五
十
九
条
第
一
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

協
同
組
合
連
合
会
の
設
立

の
認
可
申
請

第
六
十
四
条
第
二
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

協
同
組
合
連
合
会
の
解
散

の
認
可
申
請

第
六
十
四
条
第
四
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

後
段

協
同
組
合
連
合
会
の
解
散

の
届
出

第
六
十
四
条
第
七
項

農
業
協
同
組
合
連
合
会
の

解
散
の
届
出

第
六
十
五
条
第
二
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

協
同
組
合
連
合
会
の
合
併

の
認
可
申
請

第
七
十
条
第
二
項
に

農
業
協
同
組
合
に
よ
る
農

お
い
て
準
用
す
る
第

業
協
同
組
合
連
合
会
の
権

六
十
五
条
第
二
項

利
義
務
の
承
継
の
認
可
申

請

第
九
十
四
条
第
一
項

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
又
は
農
業

協
同
組
合
中
央
会
の
業
務



又
は
会
計
に
つ
い
て
の
検

査
の
請
求

第
九
十
六
条
第
一
項

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
又
は
農
業

協
同
組
合
中
央
会
の
議
決

又
は
選
挙
若
し
く
は
当
選

の
取
消
し
の
請
求

第
九
十
七
条
の
二
第

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

十
二
号

協
同
組
合
連
合
会
の
届
出

（
不
詳
事
件
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

二

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成

第
二
百
二
条
第
八
項

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業

十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号
）

協
同
組
合
連
合
会
の
業
務

報
告
書
の
提
出
の
延
期
の

承
認
申
請

三

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成

第
五
条

農
業
協
同
組
合
連
合
会
又

六
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
四
号
）

は
農
業
協
同
組
合
中
央
会

の
総
会
又
は
総
代
会
の
終

了
の
届
出

第
七
条

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
又
は
農
業

協
同
組
合
中
央
会
の
監
事

監
査
報
告
書
の
提
出

第
八
条
第
一
項

農
業
協
同
組
合
中
央
会
の



役
員
の
選
任
の
届
出

第
八
条
第
二
項

農
業
協
同
組
合
中
央
会
の

役
員
の
異
動
の
届
出

第
八
条
第
三
項

農
業
協
同
組
合
中
央
会
の

参
事
等
の
選
任
等
の
届
出

第
三
十
七
条

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
又
は
農
業

協
同
組
合
中
央
会
の
組
合

員
等
請
求
受
理
報
告
書
の

提
出

第
四
十
条

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
又
は
農
業

協
同
組
合
中
央
会
の
登
記

完
了
届
出
書
の
提
出

二

適
用
日

平
成
二
十
二
年
一
月
九
日
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